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新聞発表文 

 

平成１０年度における独占禁止法第４章関係届出等の動向について 

 

平 成 １ １ 年 ６ 月 １ ５ 日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

平成１０年度における独占禁止法第４章関係届出等の動向は，以下のとおりである。 

平成１０年度においては，独占禁止法第４章関係の届出・報告の対象範囲に係る法改正（末尾参

考資料参照）が行われ，平成１１年１月１日に施行されたことに伴い，届出・報告対象範囲が大幅

に縮減された。また，外国会社同士の合併等について，一定の場合，新たに届出・報告義務が課

されることになった。このため，平成１０年度の届出等の動向を平成９年度以前と比較するに際し

ては，対象範囲が異なることに注意を要する。 

 

第１ 平成１０年度における合併・営業譲受け等の動向 

 

１ 届出受理件数の推移 

(1) 合併 

平成１０年度における合併の届出受理件数は，改正法施行前（平成１０年４月～１２月。

以下同じ。）は１，４７０件，改正法施行以後（平成１１年１月～３月。以下同じ。）は４４件

（国内会社同士の合併４３件，外国会社同士の合併１件），合計１，５１４件であった。 

改正法施行前における届出受理件数については，届出受理件数が過去第３位であっ

た平成９年度の同期の届出受理件数１，４８４件に比べ１４件減少している（対前年度同期

比０．９％減）。 

また，法改正により届出対象範囲が縮減された結果，改正法施行以後の届出受理件

数は４４件となっており，平成９年度の同期の届出受理件数６９０件に比べ大幅に減少して

いる（対前年度同期比９３．６％減）。 

なお，合併の届出受理件数は，昭和５５年度（９６１件）から増加傾向を示し，平成３年

度において２，０００件を超え，平成７年度には２，５２０件と過去最高の件数となったが，そ

の後やや減少していた（第１図）。 

 

 

 (2) 営業譲受け等 
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  平成１０年度における営業譲受け等の届出受理件数は，改正法施行前は，１，１１０件，

改正法施行以後は６６件（国内の会社からの営業譲受け等６６件，外国会社からの営業譲

受け等０件），合計１，１７６件であった。 

改正法施行前における届出受理件数については，届出受理件数が過去最高であった

平成９年度の同期の届出受理件数１，００３件に比べ１０７件増加している（対前年度同期

比１０．７％増）。 

また，法改正により届出対象範囲が縮減された結果，平成１０年度の改正法施行以後

の届出受理件数は６６件となっており，平成９年度の同期の届出受理件数５４３件に比べ

大幅に減少している（対前年度同期比８７．８％減）。 

なお，営業譲受け等の届出受理件数は，昭和４０年度（２０２件）から継続して増加傾向

を示しており，平成９年度は１，５４６件と約７倍になり，過去最高の件数となっていた（第１

図）。 
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第１図 合併及び営業譲受け等の届出受理件数の年度別推移 

 

   （注） 平成１０年度は，合併及び営業譲受け等の届出対象範囲に係る独占禁止法の改正が行われ，

平成１１年１月１日に施行された。 
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２ 態様別 

 

平成１０年度の合併・営業譲受け等の届出受理件数を態様別にみると，合併については，

総数１，５１４件のうち，１，５０９件が吸収合併，５件が新設合併であった。また，営業譲受け

等については，総数１，１７６件のうち，１，１４６件が営業譲受け，７件が営業上の固定資産の

譲受け，１５件が営業の賃借，８件が経営の受任であった。 

なお，営業の損益共通契約はなかった。 

 

（注） 改正法の施行により，営業の賃借，経営の受任及び営業の損益共通契約に係る届

出制度は廃止された。 
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３ 総資産額別 

 

平成１０年度の合併・営業譲受け等の届出受理件数を総資産額別にみると，次のとおりで

ある。 

 

(1) 合併 

合併後の総資産額別の動向をみると，昭和５６年度以降の件数増のほとんどは総資

産５０億円未満の合併が占めている（第２図）。平成１０年度（改正法施行前）について規

模別分布をみると，１０億円未満が４５．３％，１０億円以上５０億円未満が２９．０％，５０億

円以上１００億円未満が８．８％となっており，１００億円未満の合併が全体の８３．１％を占

める（第１表）。また，合併後の総資産額１０００億円以上の合併は７１件であり，平成９年度

（４４件）に比べると大幅に増加している（第１表）。 

次に，平成１０年度（改正法施行前）の合併届出受理件数を当事会社別・総資産額別に

みると，当事会社のいずれかの総資産が１０００億円以上で，かつ，他の当事会社の総資

産が１００億円以上の合併は２３件（全体の１．６％）であり，他方,当事会社のいずれもその

総資産が１００億円未満の合併は１，２４１件（同８４．４％），当事会社のいずれかの総資産

が１００億円以上で，かつ，他の当事会社の総資産が１０億円未満の合併は，８７件

（同５．９％）である（第２表）。 

 

第２図  総資産額別合併届出受理件数 
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第１表 総資産額別合併届出受理件数 

（単位：件，（ ）は％） 

総資産 

 

年度 

１０億円 

未満 

１０億円 

以上 

５０億円 

未満 

５０億円 

以上 

１００億円 

未満 

１００億円 

以上 

５００億円 

未満 

５００億円 

以上 

１０００億円未

満 

１０００ 

億円 

以上 

 

 

 

計 

 

８ １，０４８

(46.1)

６８４ 

(30.1) 

２２４

(9.9)

２３３

(10.3)

４９

(2.2)

３３ 

(1.4) 

２，２７１

(100.0)

９ ９３４

(43.0)

６６６ 

(30.6) 

２２５

(10.3)

２６２

(12.1)

４３

(2.0)

４４ 

(2.0) 

２，１７４

(100.0)

１０ 

(4-12) 

６６５

(45.3)

４２７ 

(29.0) 

１３０

(8.8)

１６６

(11.3)

２０

(1.4)

６２ 

(4.2) 

１，４７０

(100.0)

１０ 

(1-3) 

３

(6.8)

８ 

(18.1) 

４

(9.1)

１１

(25.0)

９

(20.5)

９ 

(20.5) 

４４

(100.0)

（注）１ 総資産は，合併後である。 

      ２ 平成１０年の独占禁止法改正により，親子会社を含めた総資産合計額を届出対象の基準として

いるため，合併後の会社の単体総資産が１０億円以下となることがある。 

 

第２表 改正法施行前の総資産額別合併件数（平成１０年４月－１２月） 

消滅会社 

 

新設会社 

存続会社 

10 億 円 未

満 

10 億 円

以上 

50 億 円

未満 

50 億円以

上 

100 億 円

未満 

100 億円

以上 

500 億円

未満 

500 億円

以上 

1000 億

円未満 

1000 億円

以上 

5000 億円

未満 

5000 億円

以上 

 

合 計 

10 億円未満 ７３７ ４７ ５ ４ １ ０ ０ ７９４

10 億円以上 

50 億円未満 
２５６ ８７ １３ ２ ０ ０ ０ 

３５８

50 億円以上 

100 億円未満 
６１ ２７ ８ ６ ０ ０ ０ １０２

100 億円以上 

500 億円未満 
７０ ４２ １６ １７ １ ０ ０ １４６

500 億円以上 

1000 億円未満 
２ ５ １ ６ ４ ２ ０ ２０

1000 億円以上 

5000 億円未満 
８ ７ ６ ４ ２ ３ ０ ３０

5000 億円以上 ２ ４ ２ ４ ２ ５ １ ２０

合 計 １，１３６ ２１９ ５１ ４３ １０ １０ １ １，４７０

（注） ３社以上の合併，すなわち消滅会社が２社以上である場合には，総資産が最も多い消滅会社を基準

とした。 
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（参考） 改正法施行以後の総資産額別合併件数（平成１１年１月－３月） 

消滅会社 

 

新設会社 

存続会社 

10 億円未

満 

10 億円以

上 

50 億円未

満 

50 億円以

上 

100 億円

未満 

100 億円

以上 

500 億円

未満 

500 億円

以上 

1000 億円

未満 

1000 億円

以上 

5000 億円

未満 

5000 億円

以上 

 

合 計 

10 億円未満 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３

10 億円以上 

50 億円未満 
７ ３ ０ １ １ ０ ０ １２

50 億円以上 

100 億円未満 
０ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ４

100 億円以上 

500 億円未満 
０ ５ ３ ３ ０ ０ ０ １１

500 億円以上 

1000 億円未満 
０ ２ １ ２ ０ ０ ０ ５

1000 億円以上 

5000 億円未満 
０ １ ０ ０ ３ １ ０ ５

5000 億円以上 ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ４

合 計 １０ １３ ４ ８ ４ ３ ２ ４４

（注） ３社以上の合併，すなわち消滅会社が２社以上である場合には，総資産が最も多い消滅会社を基準

とした。 
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 (2) 営業譲受け等 

営業譲受け等の行為後の譲受け等会社の総資産額別の動向をみると，昭和５６年度以

降の件数増のほとんどは総資産５０億円未満の営業譲受け等が占めている（第３図）。平

成１０年度（改正法施行前）について規模別分布をみると，１０億円未満が４９．７％，１０億

円以上５０億円未満が２０．０％，５０億円以上１００億円未満が６．４％となっており，１００億

円未満の営業譲受け等が全体の７６．１％を占める（第３表）。 

次に，平成１０年度（改正法施行前）の営業譲受け等届出受理件数を当事会社別・総資

産額別にみると，当事会社のいずれかの総資産が１０００億円以上で，かつ,他の当事会

社の総資産が１００億円以上の営業譲受け等は７３件（全体の６．６％）であり，他方，当事

会社のいずれもその総資産が１００億円未満の営業譲受け等は６７３件（同６０．６％），当

事会社のいずれかの総資産が１００億円以上で，かつ，他の当事会社の総資産が１０億円

未満の営業譲受け等は２１７件（同１９．５％）である（第４表）。 

 

第３図  総資産額別営業譲受け等届出受理件数 
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第３表 総資産額別営業譲受け等届出受理件数 

（単位：件，（ ）は％） 

総資産 

 

年度 

１０億円 

未満 

１０億円 

以上 

５０億円 

未満 

５０億円 

以上 

１００億円 

未満 

１００億円 

以上 

５００億円 

未満 

５００億円 

以上 

１０００億円 

未満 

１０００億円 

以上 

 

計 

 

８ ７８５ 

(53.2) 

３０２ 

(20.5) 

１０４

(7.0)

１５７

(10.6)

３４

(2.3)

９４ 

(6.4) 

１，４７６

(100.0)

９ ８１７ 

(52.8) 

２９８ 

(19.3) 

１０７

(6.9)

１７９

(11.6)

４０

(2.6)

１０５ 

(6.8) 

１，５４６

(100.0)

１０ 

(4-12) 

５５２ 

(49.7) 

２２２ 

(20.0) 

７１

(6.4)

１４２

(12.8)

４０

(3.6)

８３ 

(7.5) 

１，１１０

(100.0)

１０ 

(1-3) 

１５ 

(22.7) 

１２ 

(18.2) 

２

(3.0)

１７

(25.8)

１

(1.5)

１９ 

(28.8) 

６６

(100.0)

（注）総資産は，営業譲受け等行為後の譲受け等会社のものである。 

       

 

第４表 改正法施行前の総資産額別営業譲受け等件数（平成１０年４月－１２月） 

譲渡等会社 

 

 

譲受け等会社 

10 億円未

満 

10 億円以

上 

50 億円未

満 

50 億円以

上 

100 億円

未満 

100 億円

以上 

500 億円

未満 

500 億円

以上 

1000 億円

未満 

1000 億円

以上 

5000 億円

未満 

5000 億円

以上 

 

合 計 

10 億円未満 ３４６ １１６ ３９ ７２ ３０ ２２ １６ ６４１

10 億円以上 

50 億円未満 
９４ ３４ ９ １７ ５ １２ ６ １７７

50 億円以上 

100 億円未満 
２４ ８ ３ １０ ２ ５ ２ ５４

100 億円以上 

500 億円未満 
５１ ２５ １５ １０ ３ １３ １０ １２７

500 億円以上 

1000 億円未満 
１１ １３ ２ ３ ０ ５ ４ ３８

1000 億円以上 

5000 億円未満 
１０ １２ ３ ８ １ １ ７ ４２

5000 億円以上 ５ ２ ０ ５ ２ ５ １２ ３１

合 計 ５４１ ２１０ ７１ １２５ ４３ ６３ ５７ １，１１０

（注） ２社以上からの営業譲受け等，すなわち営業譲渡等会社が２社以上である場合には，総資産が最も多い営

業譲渡等会社を基準とした。 
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（参考） 改正法施行以後の総資産額別営業譲受け等件数（平成１１年１月－３月） 

譲渡会社 

 

 

譲受会社 

10 億円未

満 

10 億円以

上 

50 億円未

満 

50 億円以

上 

100 億円

未満 

100 億円

以上 

500 億円

未満 

500 億円

以上 

1000 億円

未満 

1000 億円

以上 

5000 億円

未満 

5000 億円

以上 

 

合 計 

10 億円未満 １ ９ ４ ８ １ ０ ２ ２５

10 億円以上 

50 億円未満 
１ ３ １ ２ ０ ０ ０ ７

50 億円以上 

100 億円未満 
０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

100 億円以上 

500 億円未満 
０ ６ ２ ３ ０ ０ １ １２

500 億円以上 

1000 億円未満 
０ ０ ０ １ ０ １ １ ３

1000 億円以上 

5000 億円未満 
２ ２ １ ３ １ ０ ０ ９

5000 億円以上 １ ２ １ ２ ０ ０ ３ ９

合 計 ５ ２３ ９ １９ ２ １ ７ ６６

（注） ２社以上からの営業譲受け等，すなわち営業譲渡等会社が２社以上である場合には，総資産が最も多い営

業譲渡等会社を基準とした。 
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４ 業種別 

 

平成１０年度の合併・営業譲受け等の届出受理件数を業種別にみると，次のとおりである。 

 

(1) 合併 

 

平成１０年度の合併届出受理件数を業種別にみると，卸・小売業が４６７件（全体の３０．８％），製造

業が３２５件（同２１．５％）と多く，以下，サービス業が２０４件（同１３．５％），不動産業が１６０件

（同１０．５％），建設業が１２２件（同８．１％），運輸・通信・倉庫業が６５件（同４．３％）と続いている

（第５表）。 

製造業の中では，機械業が８７件，化学・石油・石炭業が３７件，窯業・土石業が３３件と多くなってい

る。 

 

第５表   業種別合併届出受理件数の推移 
（単位：件，（ ）は％） 

年度 

業種別 
8  9  10  

農 林 ・ 水 産 業 11 ( 0 . 5 ) 8 ( 0 . 4 ) 8 ( 0 . 5 ) 

鉱 業 4 ( 0 . 2 ) 5 ( 0 . 2 ) 5 ( 0 . 3 ) 

建 設 業 175 ( 7 . 7 ) 181 ( 8 . 3 ) 122 ( 8 . 1 ) 

製 造 業 482 ( 2 1 . 2 ) 391 ( 1 8 . 0 ) 325 ( 2 1 . 5 ) 

食 料 品 41 ( 1 . 8 ) 37 ( 1 . 7 ) 25 ( 1 . 7 ) 

繊 維 49 ( 2 . 2 ) 22 ( 1 . 0 ) 14 ( 0 . 9 ) 

木 材 ・ 木 製 品 18 ( 0 . 8 ) 11 ( 0 . 5 ) 6 ( 0 . 4 ) 

紙 ・ パ ル プ 6 ( 0 . 3 ) 11 ( 0 . 5 ) 5 ( 0 . 3 ) 

出 版 ・ 印 刷 40 ( 1 . 8 ) 31 ( 1 . 4 ) 19 ( 1 . 3 ) 

化 学 ・ 石 油 ・ 石 炭 53 ( 2 . 3 ) 35 ( 1 . 6 ) 37 ( 2 . 4 ) 

ゴ ム ・ 皮 革 7 ( 0 . 3 ) 2 ( 0 . 1 ) 3 ( 0 . 2 ) 

窯 業 ・ 土 石 42 ( 1 . 8 ) 24 ( 1 . 1 ) 33 ( 2 . 2 ) 

鉄 鋼 32 ( 1 . 4 ) 12 ( 0 . 6 ) 8 ( 0 . 5 ) 

非 鉄 金 属 6 ( 0 . 3 ) 2 ( 0 . 1 ) 10 ( 0 . 7 ) 

金 属 製 品 32 ( 1 . 4 ) 18 ( 0 . 8 ) 24 ( 1 . 6 ) 

機 械 135 ( 5 . 9 ) 134 ( 6 . 2 ) 87 ( 5 . 7 ) 

そ の 他 製 造 業 21 ( 0 . 9 ) 52 ( 2 . 4 ) 54 ( 3 . 6 ) 

卸 ・ 小 売 業 680 ( 2 9 . 9 ) 626 ( 2 8 . 8 ) 467 ( 3 0 . 8 ) 

不 動 産 業 210 ( 9 . 2 ) 229 ( 1 0 . 5 ) 160 ( 1 0 . 5 ) 

運 輸 ・ 通 信 ・ 倉 庫 業 106 ( 4 . 7 ) 119 ( 5 . 5 ) 65 ( 4 . 3 ) 

サ ー ビ ス 業 348 ( 1 5 . 3 ) 388 ( 1 7 . 8 ) 204 ( 1 3 . 5 ) 

金 融 ・ 保 険 業 43 ( 1 . 9 ) 52 ( 2 . 4 ) 47 ( 3 . 1 ) 

電 気 ・ ガ ス 業 1 ( 0 . 1 ) 5 ( 0 . 2 ) 1 ( 0 . 1 ) 

そ の 他 211 ( 9 . 3 ) 170 ( 7 . 8 ) 110 ( 7 . 3 ) 

合 計 2,271 ( 1 00 . 0 ) 2,174 (100 .0 ) 1,514 ( 1 0 0 . 0 ) 

（注）１. 業種は，新設会社及び存続会社の業種によった。  

   ２. 「その他」は，新設会社及び存続会社が未営業又は休業中の場合である。 
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(2) 営業譲受け等 

 

平成１０年度の営業譲受け等届出受理件数を業種別にみると，卸･小売業が３９２件（全体

の３３．３％）と多く，以下，製造業が１４４件（同１２．２％），サービス業が１０４件（同８．８％），運輸・通

信・倉庫業が８１件（同６．９％）と続いている（第６表）。 

製造業の中では，機械業が２７件，化学・石油・石炭業が２５件と多くなっている。 

また，金融・保険業の営業譲受け等は４５件であり，平成９年度（３５件）に比べ増加している。 

 

第６表   業種別営業譲受け等届出受理件数の推移 
 

（単位：件，（ ）は％） 

年度 

業種別 
8  9  10  

農 林 ・ 水 産 業 4 ( 0 . 3 ) 1 ( 0 . 1 ) 1 ( 0 . 1 ) 

鉱 業 2 ( 0 . 1 ) 0 ( 0 . 0 ) 2 ( 0 . 2 ) 

建 設 業 45 ( 3 . 0 ) 42 ( 2 . 7 ) 42 ( 3 . 6 ) 

製 造 業 198 ( 1 3 . 4 ) 171 ( 1 1 . 1 ) 144 ( 1 2 . 2 ) 

食 料 品 21 ( 1 . 4 ) 16 ( 1 . 0 ) 8 ( 0 . 7 ) 

繊 維 16 ( 1 . 1 ) 7 ( 0 . 5 ) 10 ( 0 . 9 ) 

木 材 ・ 木 製 品 7 ( 0 . 5 ) 1 ( 0 . 1 ) 3 ( 0 . 2 ) 

紙 ・ パ ル プ 5 ( 0 . 3 ) 4 ( 0 . 3 ) 4 ( 0 . 3 ) 

出 版 ・ 印 刷 6 ( 0 . 4 ) 6 ( 0 . 4 ) 6 ( 0 . 5 ) 

化 学 ・ 石 油 ・ 石 炭 39 ( 2 . 7 ) 33 ( 2 . 1 ) 25 ( 2 . 1 ) 

ゴ ム ・ 皮 革 2 ( 0 . 1 ) 3 ( 0 . 2 ) 1 ( 0 . 1 ) 

窯 業 ・ 土 石 27 ( 1 . 8 ) 19 ( 1 . 2 ) 16 ( 1 . 4 ) 

鉄 鋼 5 ( 0 . 3 ) 3 ( 0 . 2 ) 4 ( 0 . 3 ) 

非 鉄 金 属 5 ( 0 . 3 ) 6 ( 0 . 4 ) 1 ( 0 . 1 ) 

金 属 製 品 10 ( 0 . 7 ) 6 ( 0 . 4 ) 6 ( 0 . 5 ) 

機 械 47 ( 3 . 2 ) 53 ( 3 . 4 ) 27 ( 2 . 3 ) 

そ の 他 製 造 業 8 ( 0 . 6 ) 14 ( 0 . 9 ) 33 ( 2 . 8 ) 

卸 ・ 小 売 業 436 ( 2 9 . 5 ) 490 ( 3 1 . 7 ) 392 ( 3 3 . 3 ) 

不 動 産 業 34 ( 2 . 3 ) 27 ( 1 . 7 ) 23 ( 2 . 0 ) 

運 輸 ・ 通 信 ・ 倉 庫 業 94 ( 6 . 4 ) 133 ( 8 . 6 ) 81 ( 6 . 9 ) 

サ ー ビ ス 業 140 ( 9 . 5 ) 134 ( 8 . 7 ) 104 ( 8 . 8 ) 

金 融 ・ 保 険 業 19 ( 1 . 3 ) 35 ( 2 . 3 ) 45 ( 3 . 8 ) 

電 気 ・ ガ ス 業 1 ( 0 . 1 ) 1 ( 0 . 1 ) 0 ( 0 ) 

そ の 他 503 ( 3 4 . 1 ) 512 ( 3 3 . 1 ) 342 ( 2 9 . 1 ) 

合 計 1,476 ( 1 0 0 . 0 ) 1,546 ( 1 0 0 . 0 ) 1,176 ( 1 0 0 . 0 ) 

（注）１． 業種は，営業譲受け等会社の業種によった。 

   ２. 「その他」は，営業譲受け等会社が未営業又は休業中の場合である。 
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５ 形態別 

 

平成１０年度の合併・営業譲受け等の届出受理件数を形態別にみると，次のとおりである。 

 

(1) 合併 

 

平成１０年度の合併の形態別件数（消滅会社数でみた件数）は１，８１８件であり，そのう

ち混合合併が８８６件（全体の４８．８％）で最も多く，以下，水平合併６２２件（同３４．２％），

垂直合併２６８件（同１４．７％）と続いている（第７表）。 

（注）消滅会社数でみた件数とは，例えば，３社合併の場合は２社合併が２回行われたものとして

集計した件数である。 

 

   第７表 消滅会社数でみた合併の形態別状況 

（単位：件，（ ）は％） 

形態 

 

水平 

合併 

垂直 

合併 

混合合併 

 

その他 

合併 

 

計 

年度   地域拡大 商品拡大 純粋 小計  

９ ９００ 

(34.0) 

３７７ 

(14.3) 

３３７

(12.7)

３５１

(13.3)

５５９

(21.1)

１，２４７

(47.2)

１２０ 

(4.5) 

２，６４４

(100.0)

１０ 

 

６２２ 

(34.2) 

２６８ 

(14.7) 

２５８

(14.2)

２１８

(12.0)

４１０

(22.6)

８８６

(48.8)

４２ 

(2.3) 

１，８１８

(100.0)

（注）合併の形態の分類は，次のとおりである。 

①水平：当事会社が同一市場において同種の商品又は役務を供給している場合 

②垂直：当事会社が購入者，供給者の関係を有している場合 

③混合：水平・垂直以外のすべての場合 

地域拡大：同種の商品又は役務を異なる地域市場へ供給している会社間の合併又は営業譲受け

等 

商品拡大：生産面又は販売面での関連はあるが，直接には競争関係にない商品又は役務を供給

している会社間の合併又は営業譲受け等 

純粋：事業的関係がない会社間の合併又は営業譲受け等 

④その他 

組織変更：専ら合名会社，合資会社若しくは有限会社の組織を株式会社に変更し，又は株式会社

の組織を有限会社に変更する目的で行う合併又は営業譲受け等 

券面額の変更：専ら株式会社がその発行している額面株式１株の金額を変更する目的で行う合併 

分離独立：専ら会社が自己の営業等の一部を分離する目的で発行済株式の全部を取得して国内

の会社を設立する場合における当該新会社が行う当該営業譲受け等 
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(2) 営業譲受け等 

 

平成１０年度の営業譲受け等の形態別件数（譲渡等会社数でみた件数）は１，３０６件

であり，そのうち混合関係が６４８件（全体の４９．６％）で最も多く，以下，水平関係４９５件

（同３７．９％），垂直関係１０３件（同７．９％）と続いている（第８表）。 

（注）譲渡等会社数でみた件数とは，例えば，２社からの営業譲受け等の場合は営業譲受け等

が２回行われたものとして集計した件数である。 

 

第８表 譲渡等会社数でみた営業譲受け等の形態別状況 

（単位：件，（ ）は％） 

形態 

 

水平 

関係 

垂直 

関係 

混合関係 

 

その他 

関係 

 

計 

年度   地域拡大 商品拡大 純粋 小計  

９ ５４３ 

(31.6) 

１６８ 

(9.8) 

２０３

(11.8)

１７７

(10.3)

５０８

(29.6)

８８８

(51.7)

１１７ 

(6.8) 

１，７１６

(100.0)

１０ 

 

４９５ 

(37.9) 

１０３ 

(7.9) 

１２６

(9.6)

１５０

(11.5)

３７２

(28.5)

６４８

(49.6)

６０ 

(4.6) 

１，３０６

(100.0)

（注）営業譲受け等の形態の分類は，第７表と同じである。 
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第２ 平成１０年度における株式保有・役員兼任の動向 

 

１ 会社の株式所有報告書提出件数の推移等 

 

(1) 件数の推移 

  改正法施行前は，事業年度終了後３か月以内に株式所有報告書の提出義務が課せら

れていたが，改正法施行以後は，株式発行会社の株式を一定割合を超えて保有した場合

に，その都度３０日以内に株式所有報告書の提出義務が課せられることになった。 

平成１０年度において，改正前の独占禁止法第１０条第２項に基づき提出された会社の

株式所有報告書の件数は７，４３０件（過去第１１位）であった。うち外国会社によるもの

は５００件であった。 

改正後の独占禁止法第１０条第２項及び第３項に基づき提出された会社の株式所有報

告書の件数は８８件（国内の会社によるもの８４件，外国会社によるもの４件）であった。 

また，独占禁止法改正法の施行に伴う経過措置（末尾参考資料の１(1)の(注)参照）の規

定（独占禁止法改正法附則第２条第２項）に基づき提出された会社の株式所有報告書の

件数は１７２件（国内の会社によるもの１７０件，外国会社によるもの２件）であった。 

なお，株式所有報告書の提出件数は，昭和２９年度以降ほぼ一貫して増加してきており，

平成８年度に過去最高の件数（９，３７９件）を記録していた（第４図）。 

 

(2) 総資産額別 

平成１０年度における改正前，改正後及び経過措置の各規定に基づく国内会社の株式

所有報告書の提出件数を総資産額別にみると，次のとおりである。 

 

    第９表 総資産額別株式所有報告書提出件数   

（単位：件，（ ）は％） 

総資産 

 

年度 

２０億円 

超 

５０億円 

未満 

５０億円 

以上 

１００億円 

未満 

１００億円 

以上 

５００億円 

未満 

５００億円 

以上 

１０００億円 

未満 

１０００億円 

以上 
 

計 

 

１０ 

(改正前) 

１，２０７ 

(17.4) 

１，５１８ 

(21.9) 

２，８６２

(41.3)

５９３

(8.6)

７５０ 

(10.8) 

６，９３０

(100.0)

１０ 

(改正後) 

１０ 

(11.9) 

１ 

(1.2) 

１７

(20.2)

２

(2.4)

５４ 

(64.3) 

８４

(100.0)

１０ 

(経過措置) 

３ 

(1.8) 

３ 

(1.8) 

２９

(17.1)

１７

(10.0)

１１８ 

(69.4) 

１７０

(100.0)
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２ 役員兼任届出件数の推移 

 

役員兼任届出制度は，独占禁止法改正法の公布日（平成１０年５月２９日）に廃止されたが，

平成１０年度において廃止前までに提出された役員兼任届出件数は，４４７件であった。 

なお，役員兼任届出の件数は，昭和５４年度に前年度の１，３９４件から３，３６５件と急増し，

その後も増加傾向を示してきており，平成５年度に６，３３０件と最高の件数を記録していた

（第４図）。 

 

 

第４図 株式所有報告書及び役員兼任届出件数の年度別推移 

  

 

 

 

 

 

（注）1 株式所有報告書及び役員兼任届出の裾切り要件（総資産額）は以下のとおり改正されている。 
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 株式所有報告書 役員兼任届出

昭和２４年 ５００万円超

  ２８年 １億円超 １億円超

  ４０年 ５億円超 ５億円超

  ５２年 ２０億円超 ２０億円超

平成１０年 廃 止 

  １１年 １００億円超

 

2 平成１０年度の株式所有報告書の提出件数は，改正前の独占禁止法第１０条第２項（改正法附則第２条

第１項を含む。）の規定に基づくものである。 

 

 

第３ 平成１０年度における持株会社設立等の動向 

 

   持株会社は，独占禁止法の規定により，持株会社及びその子会社の総資産の額の合計

が３０００億円を超える場合には，①毎事業年度終了後３か月以内に持株会社及び子会社の

事業報告書を提出すること（第９条第６項），②持株会社の新設について設立後３０日以内に

届け出ること（第９条第７項）が義務付けられている。 

  平成１０年度において，独占禁止法第９条第６項に基づき提出された持株会社等の事業

報告書は２件であった。なお，第９条第７項に基づく持株会社の設立の届出はなかった。 
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資料        企業結合関係の届出件数の推移 
年  度 持 株 会 社 等 の 

事 業 報 告 書 
持 株 会 社 設 立 
届出 書 

株 式 所 有 報 告 
書 

役 員 兼 任 届 出 
書 

会 社 以 外 の 者 
の株 式 所 有 報 告 
書 

合 併 受 理 営 業 譲 受 け 等 
受理 

昭和22   （2）  （0） （23） （22） 
23   （31）  （0） （309） （192） 
24   （13）  （0） （123） （53） 

  2,373  0 448 143 
25   3,840  0 420 207 
26   4,546  0 331 182 
27   4,795  0 385 124 
28   3,863 268 0 344 126 
29   2,827 328 0 325 167 
30   3,033 268 0 338 143 
31   3,080 457 0 381 209 
32   3,069 375 0 398 140 
33   3,316 557 0 381 118 
34   3,170 466 0 413 139 
35   2,991 644 0 440 144 
36   3,211 675 1 591 162 
37   3,231 804 0 715 193 
38   3,844 758 0 997 223 
39   3,921 527 4 864 195 
40   4,534 487 1 894 202 
41   4,325 462 0 871 264 
42   4,075 458 2 995 299 
43   4,069 480 3 1,020 354 
44   4,907 647 0 1,163 391 
45   4,247 543 2 1,147 413 
46   5,832 552 0 1,178 449 
47   5,841 501 1 1,184 452 
48   6,002 874 0 1,028 443 
49   5,738 794 0 995 420 
50   5,108 754 9 957 429 
51   5,229 925 6 941 511 
52   5,085 916 1 1,011 646 
53   5,372 1,394 0 898 595 
54   5,359 3,365 0 871 611 
55   5,759 2,556 2 961 680 
56   5,505 2,958 1 1,044 771 
57   6,167 2,477 1 1,040 815 
58   6,033 3,389 4 1,020 702 
59   6,604 3,159 2 1,096 790 
60   6,640 3,504 6 1,113 807 
61   7,202 2,944 1 1,147 936 
62   7,573 3,776 1 1,215 1,084 
63   6,351 3,450 0 1,336 1,028 

平成元   8,193 4,420 0 1,450 988 
2   8,075 4,312 0 1,751 1,050 
3   8,034 6,124 2 2,091 1,266 
4   8,776 5,675 0 2,002 1,079 
5   8,036 6,330 3 1,917 1,153 
6   8,954 5,137 18 2,000 1,255 
7   8,281 5,897 1 2,520 1,467 
8   9,379 5,042 0 2,271 1,476 
9 0 0 8,615 5,955 7 2,174 1,546 
10 2 0 7,430 447 0 1,470 1,110 
   88   44 66 

（注）１ （）内は認可件数である。    
   ２ 持株会社等の事業報告書の提出及び持株会社設立の届出は，平成９年の法改正により 
    新設されたものであり，それ以前の件数はない。 
   ３ 役員兼任の届出は，昭和28年に新設されたものであり，昭和27年度までの件数はない。 
   ４ 平成１０年度の上段は平成１０年の改正前の規定に基づく届出等の件数，下段は改正後 
    の規定に基づく件数である。 
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［参考］ 

認可及び承認の動向 

 

１ 大規模会社の株式保有 

平成１０年度において，独占禁止法第９条の２第１項第７号の規定により認可したもの及

び同項第１１号の規定により承認したものは，いずれもなかった。 

 

２ 金融会社の株式保有 

平成１０年度において，独占禁止法第１１条の規定により認可した金融会社の株式保有件

数は２３４件で，このうち，同条第１項ただし書の規定に基づくものは２２９件（銀行に係るも

の１７７件，証券会社に係るもの１８件，保険会社に係るもの２５件，外国会社に係るもの９

件），同条第２項の規定に基づくものは５件（銀行に係るもの３件，証券会社に係るもの１件，

保険会社に係るもの１件）であった。 

 



 ２０

参考資料      独占禁止法改正法の概要 
 
１ 合併・株式保有等に係る届出・報告の簡素化 
 
(1) 株式所有報告書制度（法第１０条第２項及び第３項） 
 
 
 
 

 
 
（注）改正独占禁止法の施行に伴う経過措置 
      新制度において報告義務のある会社が，改正独占禁止法施行日（平成 11年 1月 1日）

を含む事業年度の開始の日から平成 10年 12月 31日までの間に，総資産 10億超の国

内の会社の株式を新たに 10％，25％又は 50％を超えて保有することとなった場合は，

改正独占禁止法施行日から 30日以内に報告義務。 

 
(2) 役員兼任届出制度（法第１３条第３項） 
 
 
 
 
 
(3) 会社以外の者の株式所有報告書制度（法第１４条第２項） 
 
 
 
 
 
(4) 合併届出制度（法第１５条第２項及び第３項） 
 
 
 
 
 
 
 

 総資産 20 億円超の会

社は，年１回全所有株式

の報告義務 

 国内の親子会社加算後総資産100億円

超の会社が総資産 10 億円超の会社の株

式を一定割合（政令で 10%，25%，50%）
を超えて取得した場合に，30日以内に報

告義務 

 次の場合は届出不要 
ア 小規模会社同士の合併（国内の親子

会社加算後の総資産100億円超の会社

及び同 10 億円超の会社の合併でない

場合） 
イ 親子・兄弟会社間（50％超の株式保

有関係にある者）の合併 

 すべての会社の合併

について届出義務 

 会社の役員又は従業員が競争関係にある国内の会社

の役員を兼ねる場合に届出義務 
廃 止

 会社以外の者が競争関係にある２以上の国内の会社

の株式をそれぞれ 10％超所有する場合に報告義務 
廃 止
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(5) 営業譲受け等の届出制度（法第１６条第２項，第３項及び第４

項） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
２ 合併・営業譲受け等の審査手続の改善（法第１５条第４項及び

第５項，第１６条第５項で準用） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 株式保有，合併等の規制対象の見直し（法第１０条第１項，

第１３条第１項及び第２項，第１４条，第１５条第１項並びに

第１６条第１項） 
 
 
 
 
 
 

 
 

ア 届出受理後 30 日以内に追加資料の

提出を求めた場合は，審査期間を延長

する 
イ 届出書記載の措置を期限までに履

行しない当事会社が第１５条第１項

に違反する場合は，勧告又は審判開始

決定を行うことができる 

ア 会社の株式の保有 
イ 会社の役員の兼任 
ウ 会社間の合併 
エ 営業の譲受け等 

 次の場合は届出不要 
ア 国内の親子会社加算後の総資産 100
億円以下の会社による営業譲受け等 

イ 親子・兄弟会社間（50％超の株式保

有関係にある者）の営業譲受け等 
ウ 営業の賃借，経営の受任及び損益共

通契約の締結 

審査期間は届出受理

後 30日以内に限定 
当事会社が同意した

場合に限り 60 日間延長

可 

ア 国内の会社の株式の保有 
イ 国内の会社の役員の兼任 
ウ 国内の会社間の合併 
エ 国内における営業の譲受け等 

 以下の場合について

届出義務 
ア 営業の全部又は重

要部分の譲受け 
イ 営業上の固定資産

の全部又は重要部分

の譲受け 
ウ 営業の賃借，経営の

受任及び損益共通契

約の締結 

（注） １(2)及び(3)は，平成１０年５月２９日施行。 
    １(1)，(4)，(5)，２及び３は，平成１１年１月１日施行。 
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問い合わせ先  公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

        （電話）０３─３５８１─５４７１（代表）（内線）２５６２ 

            ０３─３５８１─３７１９（直通） 

        インターネット・ホームページ：http://www.jftc.admix.go.jp 

 


